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3． 海上労働 シ ス テ ム 規則及び同検 査要領 （新規制定〉並 びに 国際条約 に よ る証書に

関す る規則，居住衛生設備規則，鋼船規則 A 編，高速船規則 ， 強化プラ ス チ ッ ク船規則

　　　　　　　　　　　及び関連検査 要領 にお け る改正 点の 解説

　　　　　　　　　　　　　　　　　（海上労働 条約）

1、は じめ に

　2013年 5月 17 日付で ，新 たな規則 と して海上労働

シ ス テ ム 規則 及び同実施 要領 が制定 され て い る 。ま

た こ れ に 関連 して ，同日付
一

部改正 に よ り，鋼 船 規

則A 編 （日本籍船舶用），高速船規則 （日本籍船舶用），

強化 プ ラ ス チ ッ ク船規則 （日本籍 船舶用 ），国際 条約

に よ る証書に 関する規則 （外国籍船舶用），居住衛生

設備規則及 び同検査要領 （日本籍船舶用）が改正 さ

れ て い る 。以下 に そ の 内容 を解説する 。 なお，新規

制定及び関連 の 改正 は ， 海上 労働 シ ス テ ム 規 則 及 び

同実施要領 （日本籍船舶用 ）並びに鋼船規則 A 編 （日

本籍船舶 用），高速 船規 則 （日 本籍 船舶用 ），及 び強

化プ ラ ス チ ッ ク船規則 （日本籍 船舶用 ）に つ い て は
，

2013年 5 月 17 日 か ら，海上労働 シ ス テ ム 規 則及 び 同

実施要領 （外国籍船舶用 ）並 び に 居住衛 生 設備規 則

及 び同検査要領 （日本籍船舶用）に つ い て は 2013年 8

月 20 日か ら適用され て い る 。

2．制定及び改正 の 背景

　国際 労働機関 （ILO）は 1920年以降，海上労働 分野

に 関 する 68 の 条約及び勧告 を採択 して きたが，ILO

加盟国に お ける批准が進 まず，多 くの 条約が未発 効

の ま ま と な っ て い た 。 そ こ で ILO は，批准が進 む よう

こ れ らの 条約 の 統合整理 を行 い ，条約の 改正 に 取組

ん だ結果，2006 年 2月 ， 船員 の 労働環境 の 向上及び海

運業界に お け る 公 平 な競争条件 の 確保 を目的 と し た

2006年 の 海上労働条約 （MLC ，2006） を採択 し，同条

約 は 2013年 8月 20 日 に発効 し た 。

　こ の た め
，
MLC

，
2006に基づ き

， 海上 労働 に関す る

規則 と して 「海上 労働 シ ス テ ム 規則」等 を新規制定

し，併 せ て 関連規則 を改め た 。

3．制定 及び改正 の 内容

3．1　海上 労働 シス テ ム規則及び同 実施 要領

　本規 則及 び 実 施 要 領 は ，船舶 に 海 上 労働 証 書

（Marine　Labour　Cenificate：MLC ）を発行する ため に

本会が行 う海上労働 シ ス テ ム の 検査及 び登録に 関す

る手続き要件を定めた もの で あ り，次の 4 つ の 章及び

附属書か ら構成 さ れ る 。

1章　総則

　1章で は ，本規則の 適用対象船 舶及 び検査方法並 び

に用 語等 に つ い て 定め た 。 適用対象船舶は ，主 と し

て MLC の保持を要求 さ れ る国際航海 に従事す る総 ト

ン 数500 トン 以 上 の 船舶 と な る が
，

そ れ 以外の 船舶で

あ っ て も船舶 所有者 か ら申込 み が あ っ た場合 は登録

及 び 検査 を実施する 旨規定 し た 。 また，海上 労働要

件に 関連 す る 用語 を 海上 労働条約第 2条か ら抽出 して

掲げた。

2章　海上労働 シ ス テ ム の登録

　2章で は ，海．ヒ労働要件 に 適合する 船舶 を本 会 の 海

上 労働 シ ス テ ム 登録原簿に登録する 旨規定 した 。 併

せ て ，登録維持 の 条件及び登録消除 の 条件 を定めた。

　外 国籍船舶用 の 規則 に お い て は，証書 の 発行及び

有効期間 に つ い て 規定 し た 。 本会が認定機関 とし て

承認 さ れ て い る 船籍国政府 に 籍 を置 く船 舶 に対 し

MLC 又 は臨時 MLC を発行する 。 海上 労働条約第 5章

に 基 づ き，証書 の 有効期 間 を5年 と し， 証書の 失効の

条 件並 び に 証書 の 保管，再 発行，書換及び返還 に つ

い て 規定 した 。

　なお，口本籍船舶に 対する海上労働証書 は国土交

通省が交付する 。

3章　海上労働 シ ス テ ム の検査

　3章で は ，海上労働シ ス テ ム の 登録に必要な検査及

び審査 の 種類 と内容に つ い て規定 した 。 MLC 発 行及

び検査 の 時期 を図 1 に示す 。
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図 1　 MLC 発 行及び検査の 時期

　初回検査で は
， 海上労働遵守措置認定書 （Declaration

of　Ma 血 e　Labour　Compliace：DMLC ）の 提出及び 審査

が必要 と な り，そ の 後船上確認検査 に お い て ， 本船

の 海上労働 シ ス テ ム が DMLC に 記 載 され た要件及 び
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そ の 実施措置 に従 っ て 有効 に機 能 して い る こ とを確

認 す る。

　 更新検査 は，
一

般 に MLC の 有効期間満了の 3 ヶ 月

前か ら当該期 間が 満了する 日まで の 問に完了す る必

要 が あ り ，
こ の 期 間 に 検査が 完了 し た 場合 は新 し い

MLC の 有効期間 は 旧 MLC の有効期 間満了 日の 翌 日か

ら5 年 となる 。

　 中 間検査は 初回検査又 は 更新検査後 の 2 回目 と 3回

目の 検査基準 日　（MLC の 有効期間 の 満了 日に相当す

る毎年 の 日）の 問 に 実施す る必 要が あ り，検査が完

了 した場合は MLC の 裏書 を行 う。

　 更新検査 及び中 間検査 で は ，海上労働シ ス テ ム が

DMLC に記載さ れ た措置，計画が維持 され て い る こ

とを確認する 。

　 臨時 MLC 発行の ため の検査は，新造船引渡 し，国

籍変更 ， 船舶所 有者変更の 際に実施する検査で あ り ，

海 上労働 要件 へ の 適合 に つ い て 実行可 能な範囲 で の

検査を行 う。

4 章　雑則

　 4章で は，本 会が本規則 に従 っ て 海上労働 シス テ ム

の 検査登 録 業務 を実施 す る上 で の 約款 に相 当す る も

の を記載 して い る 。

附属書　本会の必要 と認め る海上 労働要件

　 附属書 で は，海上労働条約中，条約本文，規則及

び規範 A に従 い
， 下記項 目につ い て船舶が適合すべ き

海上労働シ ス テ ム の 要件 を規定 し た 。

（1）船内で労働する船員の最小限の 要件

（2）雇用条件

（3）居住設備，娯楽設備，食料及び料理の提供

（4）健康の 保護，医療，福祉及び社会保障に よ る保護

（5）海上労働条約及 び関 連法規 並び に海上労働証 書

　　等の掲示

（6）船舶に お ける苦情に 関する手続

　な お ，日本籍船舶用に つ い て は，上 記要件に加え
，

同条約 を実施する 国内法令 （船員法及び関連省令等）

の 要件 も取入 れ て い る 。

3．2 　国際条約に よ る証 書に 関す る規則 （外 国籍

　　 船舶用）

　本会が船籍国政府か ら与えられ る代行権限に基づ き

発行する条約証書の 種類 に海上 労働証書 （MLC ）及 び

臨時海上労働証書 （Inte血 l　MLC ）を追加 し，2．1．1（19）

に 示 した。また，当該証書の 有効期間はそれぞれ 5年

及び 6 ヶ 月以内で ある 旨を2．2．1−1．（17）に示 し た 。

3．3　居住衛生 設備規則及 び同検査要領 （日本籍

　　 船舶用）

　本規則で は，海上労働条約第 3．1規則並び に 2013年

6月に 公布 された船舶設備規程の
一

部改正 及 び関連通

達 の 内容 を基 に改正 を行 っ た 。 本改正 に よ り，船級

符号に Smooth　Water　Serviceを有する船舶又 は 国際航

海 に 従 事しな い 総 トン 数 200 ト ン 未満 の 船舶 を除 く，

2013年 8月20 日以 降に起工 した船舶 （以下，「海上労

働条約適用船」 と い う） に対 し，居住設備要件 が強

化 さ れ た 。 主な改正点は 以 下 の とお りとな っ て い る 。

（1） 3編 1．1．3及び 3．2，2　船員室等の 高 さ

　　 船員室等 （居住諸室，衛生諸室，無線電信室等

　　 をい う）の 天井の 高さ の 要件を改め た 。

（2） 3編 1．1．8及び 3．2．4　冷暖房装置

　　 居住諸室及び船橋等を有効 に冷暖房及び換気する

　　 こ と の で きる 空気調和装置等を備 える 旨改 め た 。

（3） 3編 1．1．9　天 窓及び舷 窓等

　　 船 員室等は ，自然光に 加 え，人工 の 照 明装置 に

　　 よ り適切に 照明されな けれ ばな らない 旨改めた 。

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

3編 1．1．13　甲板上 の休憩場所

暴露甲板上 に船員が 休憩 を目的と し て使用 する

た め の 適当な場所 を設 けな ければ な らな い 旨規

定 した。船舶 の 大 きさ及 び船員 の 数に応 じた 適

当 な面積 の ス ペ ー
ス が 確保 さ れ て い る こ と が 条

件 とな り，特別 な設備等は要求され ない 。

3編 12．2及び 3．2．5 船員 室 の 定員

船員室の 定員は原則 とし て 1名と しなけれ ばな

らない こ と と し，船員の 区分に応 じて そ の 最低

床面積を定め た 。 また，船長，甲板部 の 最上位

にあた る職員 ， 機関部 の 最 上位にあた る 職員 の

船員室に は そ れ ぞ れ 執務室 を隣接 して 設 け なけ

れば な らな い 旨規定 し た 。 ただ し，執務室 の 設

置要件 は，船級符号 に Smooth 　Water 　Serviceを

有する船舶又 は 国際航海に従事 しない 総 トン数

1
，
000 ト ン 未満の 船舶に は適用 を除外 して い る 。

3編 1．2．3及 び 32．6 寝台

船員室に備 え付ける寝台 の 寸法 を改 めた 。

3編 1．2．4 　備品

船員室に適当な大 きさの 衣服 戸棚並 び に テ
ー

ブ

ル 及 び座席を備えなけれ ばならな い 旨規定 した 。

3編 1，2．5　洗面設備

船員室に は
， 冷水及 び 温水が利用可 能 な洗 面設

備を設 けなければな らな い 旨規定 した 。 た だ し，

船員室に 浴室が備 えられ て い る 場 合 で あ っ て ，

当該浴 室が洗 面設備 と して使用可能な場合 に は

別個 に洗面設備 を設 ける必要 は ない 。

3編 1．3　居住諸室等

食堂 ， 調 理室及 び事務室 に つ い て ，当該諸室 を

設 けなけれ ばな らな い 船 舶 の 対 象範囲を海上 労

働条約適用船に拡大 した。ただ し，船舶 の構造，

航 海 の 態様等 を考慮 して ，管海官庁又は本会が

差 し支 えな い と認め た場合は こ の 限 りで はな い

と した 。
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（10）3編 1．4．1 浴室等

　　 衛生設備 を設けなけれ ばなら ない 船舶の対象範

　　 囲を海上労働条約適用船 に拡 大する と と もに，

　　 船 員定員 6名 ご と に 1 以 上 の 浴 室 ， 大便器及 び 洗

　　 面 設備 を備 えなけれ ば な らな い こ と と した 。 ま

　　 た ，船内の す べ て の 洗面 設備 は 冷水及 び 温水が

　　 利用 可能で なけれ ば な らな い 旨定めた 。

（11）3編 1．4．2 洗 た く室等

　　 洗 た く室 を設 けなけれ ばな らな い 船舶 の対象範

　　 囲を海上労働条約適用船に拡大 した 。

（12）3編 3．2．1 船員室等の 位置

　　 船員室等を最高航海喫水線よ り上方に設けなけれ

　　 ばな らない 船舶 の 対象範囲 を海上労働条約適用船

　　 に拡大 し た 。 た だ し
， 船型等 を考慮し て当該要件

　　 に適合する こ とが 困難で ある船舶にあっ て は，適

　　 宜斟酌 され る 。 こ の場合で あっ て も船員室は最高

　　 航海喫水線一ヒに 設け な け れ ばな ら な い
。

（13）3編 3．2．3　換気装置

　　 換気装 置 を設 け なければ な ら ない 船舶の 対象範

　　 囲を海上労働条約適用船 に拡大 した 。

3．4　鋼 船規則 A編 ， 高速船規則 ， 強化プラス チ ッ ク

　　 船規則 （日本籍船舶用）

　海 ．ヒ労働 シ ス テ ム 規則 の 新規制定 に伴 い ，船 舶 が

適合すべ き規則の
一

つ と して 海上労働シ ス テ ム 規則

を追加 し，1．1．1−1．に示 した 。

4， 事業所承認規則に お け る改正 点の解説

　　　　（水中検査 事業所の 承認）

1．は じめに

　2013 年5 月 30 日付
一

部改 正 に よ り改 正 さ れ て い る

事業所 承認 規則 中，水 中検査事業所 の 承認 に 関する

事項 に つ い て ，そ の 内容 を解説 する 。なお，本改正

は
，
2013 年 7 月 1 日 以 降に 申込 み の あ る事業所 に 適

用 され て い る 。

2．改正の 背景

　IACS に お い て ，2012 年 6 月 に技術サ
ービ ス の 提供

事業所 の 承 認 に 関す る IACS 統
一

規 則 Z17 （Rev ．9）

が採択 され，水 中検査事業所 の 承認 に 関 し， 水中検

査 を実施す る潜水士 及 び 監督者 の 教育 ・訓練 に お け

る要件 の 見直 しが行 われ た 。

　こ の た め ，IACS 統
一

規則 Z17 （Rev．9）に 基 づ き，

関連規定を改めた 。

3．改正 の 内容

　改 正 点 は 以 下 の とお りとな っ て い る 。

（1）事業所承認規則 3編 3章 3．2．1 （3）に お い て ，水

　　中 で の 非破壊試験 に対する 教育 ・訓練 に 関す る

　　要件 は
， 水中検査事業所が 非破壊試験 を実施す

　　る場 合 に の み適用す る 旨明確化 し た 。

（2）事業所承認規則 3編 3章 3．2．1 （3）に お い て ，板

　　厚計測 に つ い て は ，板厚計測事業所 に 対 す る 要

　　求で ある た め ，水中検査事業所 に 関す る規定か

　　ら削 っ た 。

5． 事業所承 認規則 ， 鋼 船規 則 P編 及び R 編 に お ける 改正点の解説

　　　　　　 （火 災安全 設備の 保 守 ， 試験及 び点検）

1．は じめ に 2．改正 の 背景

　2013年 5月 30 日付
一

部改正 に より改正 され て い る事

業所承認規則，鋼船規則 P 編及び R 編中，火災安全設

備の保守，試験及び点検に 関する事項に つ い て，そ の

内容を解説する 。 なお ，本改正 は 2013年 5月 31 日以降

に実施 され る火災安全設備の保守，試験及び点検に対

して 適用 され て い る 。

　 SOLAS 条約第 II−2 章第 14 規則 及び 2009MODU

コ ー ド第 9 章 に お い て は ，IMO が 策 定 した 指針

（MSC ／Circ．850）を参考に，船上 に お い て 火災安全設

備 の 保守，試験及び点検を実施する こ とが要求 され て

い る 。

　当該指針 （MSC ／Circ．850）は，1998年 6月 に回章さ

れ て か ら 15年近 く経過 して お り，そ の 間に承認 され た

種々 の 消防設備等が 反映 され て い な い こ とか ら同指針
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